
   
  

 競争入札参加資格審査申請書 
                                                                                 　 令和　　年　　月　　日

    北海道警察本部長　様
  
 　令和８年度において、北海道警察本部が発注する北海道警察本部通信指令支援システム用通信回線サービス契約に係る

  競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。

  　なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
 

                       
申請人の

  郵便番号 ― 電話（　　）　　　　―

                                                                                    

                                                                                  所 在 地  

   フリガナ

    
 商号又は名称

   フリガナ

   　　　　 　                                        
 代 表 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生年月日：　　年　　月　　日    
 （代理人による申請を行う場合）

                      
申請代理人

  郵便番号 ― 電話（　　）　　　　―

                                                                                    

                                                                                  の 所 在 地   

                                                                                    フリガナ

                                                                                    
 申請代理人

 
※　代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。この場合、申請人の印は不要。

 
  
                       　

    　 
    本申請に係る 所　　属 

   　
   連絡先 氏　　名 　 

   　
（担当者） 電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 番号 　 FAX

 　
 　□　私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。 　

　１　地方自治法施行令第167条の４第１項各号に掲げる者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため 　

　　に必要な同意を得ている者は含まれない ）でないこと。　　　　　　 　。  

　２　地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 　 

　３　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 　 

  　４　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。  
  　５　暴力団関係事業者等でないこと。

  　６　次に掲げる税を滞納している者でないこと。

  　　ア　道税（道が賦課徴収するものに限る。以下同じ ）。

  　　イ　本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く ）。

  　　ウ　消費税及び地方消費税

  　７　次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除く 。。）

 　　ア　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

 　　イ　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

 　　ウ　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

　８　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第９条の規定にする総務大臣の登録を受け、電気通信事業者登録簿に登録

 　　されている事業者又は同法第16条第１項の規定による届出をしている事業者であること。

 　９　当該役務に関し、要求仕様書に記載するサービスの提供が可能であることを示した者であること。

　□　私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

　　関する法律（平成３年法律第77号）第２条６号に規定する暴力団員（以下同じ ）又は、暴力団関係事業者（暴力団。）

　　員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者を

 　　いう ）に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。。

 　　　上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。

 　　　また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。

※上記□にチェックを入れてください。


